
北九州市立藍島保育所運営要綱 

 
１ 目 的 
   この要綱に定める保育所は、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれ

ない離島において、保育を要する児童に対し適切な保護を行ない、もって児

童の福祉の増進を図ることを目的とする。 
 
２ 定 義 
   この要綱で保育所とは、北九州市小倉北区大字藍島２５３番地の施設をい

う。 
 
３ 設置及び運営 
   この保育所はへき地保育所として北九州市が設置し、その運営ならびに管

理については本市が指定する指定管理者が行なうものとする。 
 
４ 開所日及び供用時間 
   北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則によるもの

とする。 
 
５ 定 員 
   ３歳以上の児童３０名とする。 
 
６ 入所の手続き 
   入所の申込及び決定などの手続きについては、別に定める藍島保育所入所

要領によるものとする。 
 
７ 使用料及び使用料の徴収 
   保育に要する費用は児童１人当り月額４，０００円とし、その徴収につい

ては納入通知書を保護者あてに発行し、当該費用を自主納付させるものとす

る。 
 
   付 則 
    この要綱は、昭和５２年４月１日から施行する。 
   付 則 
    この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 
   付 則 
    この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 
   付 則 
    この要綱は、平成 ４年４月１日から施行する。 
   付 則 
    この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 


